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(54)【発明の名称】 タッチパネル、表示パネル及び表示装置

(57)【要約】
【課題】  電極による反射率を減少させ、かつ、反射光
によるモアレ縞や回折縞の発生を防止できるタッチパネ
ル、表示パネル及び表示装置を得る。
【解決手段】  一対の基板の対向面のそれぞれに透明電
極１５を形成し、押圧位置で透明電極１５どうしが接触
するようにしたタッチパネル１０。透明電極１５にはモ
アレ縞又は回折縞の発生を防止するための複数の開口２
１が不均一な大きさで不規則な位置に形成されている。
開口２１は円形のみならず楕円形、長方形等であっても
よい。また、透明電極１５はパターン化された複数の電
極線を不均一な長さで不規則な位置に網目状に形成して
もよい。このタッチパネル１０と液晶表示素子５０は積
層されて表示パネル及び表示装置を構成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  表示素子の表示面上に取り付けられ、一
対の対向する基板を有し、該一対の基板上には互いに向
かい合うように透明電極が形成され、一方の基板の一点
を押したときに透明電極どうしが押された点で接触する
ことにより押された位置を検出するタッチパネルにおい
て、
前記透明電極にはモアレ縞又は回折縞の発生を防止し得
る複数の開口が設けられていること、
を特徴とするタッチパネル。
【請求項２】  表示素子の表示面上に取り付けられ、一
対の対向する基板を有し、該一対の基板上には互いに向
かい合うように透明電極が形成され、一方の基板の一点
を押したときに透明電極どうしが押された点で接触する
ことにより押された位置を検出するタッチパネルにおい
て、
前記透明電極には開口が設けられ、該開口の位置が不規
則であること、
を特徴とするタッチパネル。
【請求項３】  表示素子の表示面上に取り付けられ、一
対の対向する基板を有し、該一対の基板上には互いに向
かい合うように透明電極が形成され、一方の基板の一点
を押したときに透明電極どうしが押された点で接触する
ことにより押された位置を検出するタッチパネルにおい
て、
前記透明電極には複数の開口が設けられ、該開口の大き
さが不均一であること、
を特徴とするタッチパネル。
【請求項４】  表示素子の表示面上に取り付けられ、一
対の対向する基板を有し、該一対の基板上には互いに向
かい合うように透明電極が形成され、一方の基板の一点
を押したときに透明電極どうしが押された点で接触する
ことにより押された位置を検出するタッチパネルにおい
て、
前記透明電極には複数の開口が設けられ、該開口の形状
が不均一であること、を特徴とするタッチパネル。
【請求項５】  前記開口の大きさは、その最大幅が１μ
ｍ以上で前記表示素子の１画素の大きさ以下であること
を特徴とする請求項１、請求項２、請求項３又は請求項
４記載のタッチパネル。
【請求項６】  前記開口の形は円形であることを特徴と
する請求項１、請求項２、請求項３、請求項４又は請求
項５記載のタッチパネル。
【請求項７】  前記開口の形は縦長であり、長軸が前記
透明電極の両端に取り付けられた電圧印加のための電極
を結ぶ方向に平行であることを特徴とする請求項１、請
求項２、請求項３、請求項４又は請求項５記載のタッチ
パネル。
【請求項８】  表示素子の表示面上に取り付けられ、一
対の対向する基板を有し、該一対の基板上には互いに向*
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*かい合うように透明電極が形成され、一方の基板の一点
を押したときに透明電極どうしが押された点で接触する
ことにより押された位置を検出するタッチパネルにおい
て、
前記透明電極はパターン化された複数の電極線からな
り、該電極線の位置が不規則であること、
を特徴とするタッチパネル。
【請求項９】  前記電極線が交差して網目状に形成さ
れ、該電極線の長さが不均一で位置が不規則であること
を特徴とする請求項８記載のタッチパネル。
【請求項１０】  前記電極線の配置角度が不均一である
ことを特徴とする請求項９記載のタッチパネル。
【請求項１１】  開口部分又は透明電極部分の面積比が
検出領域において巨視的に略一定であることを特徴とす
る請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項
５、請求項６、請求項７、請求項８、請求項９又は請求
項１０記載のタッチパネル。
【請求項１２】  検出領域の面積に対する開口部分の面
積の割合が６０～９０％であることを特徴とする請求項
１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５、請求項
６、請求項７、請求項８、請求項９、請求項１０又は請
求項１１記載のタッチパネル。
【請求項１３】  上下の基板上の透明電極に設けられた
開口が、タッチパネルの表面に垂直な方向から見て重な
っていることを特徴とする請求項１、請求項２、請求項
３、請求項４、請求項５、請求項６、請求項７、請求項
８、請求項９、請求項１０、請求項１１又は請求項１２
記載のタッチパネル。
【請求項１４】  請求項１、請求項２、請求項３、請求
項４、請求項５、請求項６、請求項７、請求項８、請求
項９、請求項１０、請求項１１、請求項１２又は請求項
１３記載のタッチパネルと、
該タッチパネルの下に重ねて設置された表示素子と、
を備えたことを特徴とする表示パネル。
【請求項１５】  前記表示素子は表示媒体として液晶が
用いられているものであることを特徴とする請求項１４
記載の表示パネル。
【請求項１６】  請求項１４又は請求項１５記載の表示
パネルを備えたことを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、タッチパネル、表
示パネル及び表示装置、特に、押圧点を電気量の変化に
基づいてＸ－Ｙ座標系で検出するタッチパネル及び該タ
ッチパネルを備えた表示パネル、表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術と課題】従来、入力手段の一つとして液晶
表示素子などの表示素子上に取り付けられるタッチパネ
ルが各種提供されている。この種のタッチパネルはその
下に位置する表示素子の表示を見やすくするため、反射
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率が低いことが望まれている。タッチパネルによる反射
光の発生は、背景の写り込みや黒レベルの上昇によるコ
ントラストの低下を引き起こし、表示素子の表示品位や
表示性能を著しく損ねてしまう。
【０００３】従来では、特公平７－７８７０６号公報
に、両端に端子を有する電極を表面に形成した２枚の基
板を、電極面が対向するように、かつ、電極端子が交差
する方向に配置した入力装置において、前記電極面に一
定の密度で、内部には電極が形成されておらずその全周
囲が電極で囲まれている複数の開口領域を形成すること
によって電極抵抗を調整した入力装置が開示されてい
る。この入力装置の目的は、電極抵抗を大きくして消費
電力を抑えることにあるが、電極膜（ＩＴＯ）を面積比
で１／２程度取り除いたところ、結果的に透過率が２％
程度向上した旨の記述がある。従って、この構成を用い
れば反射率を低下させることができると考えられる。
【０００４】前記公報記載の電極の形状は、図１１に示
すように、電極１００を一定間隔、一定の大きさの格子
状にパターニングし、複数の開口１０１を規則的に形成
している。
【０００５】しかしながら、図１１に示したように、電
極に規則的な開口を形成するだけでは、反射率が低下し
たとしても、表示性能や表示品位の向上としては不十分
である。なぜなら、規則的な開口を設けてパターン化し
た電極では、モアレ縞や回折縞が発生しやすく、液晶表
示素子の見やすさを大きく損なうことになるからであ
る。
【０００６】そこで、本発明の目的は、電極による反射
率を減少させ、かつ、反射光によるモアレ縞や回折縞の
発生を防止できるタッチパネル、表示パネル及び表示装
置を提供することにある。
【０００７】本発明のその他の目的は、入力死点の発
生、分解能低下、電極のクラック発生を防止できるタッ
チパネル、表示パネル及び表示装置を提供することにあ
る。
【０００８】
【発明の構成、作用及び効果】以上の目的を達成するた
め、本発明に係るタッチパネルは、表示素子の表示面上
に取り付けられ、一対の対向する基板を有し、該一対の
基板上には互いに向かい合うように透明電極が形成さ
れ、一方の基板の一点を押したときに透明電極どうしが
押された点で接触することにより押された位置を検出す
るタッチパネルにおいて、前記透明電極にはモアレ縞又
は回折縞の発生を防止し得る複数の開口が設けられてい
ることを特徴とする。
【０００９】複数の開口は、例えば、開口の位置が不規
則である、開口の大きさが不均一である、あるいは開口
の形状が不均一である。
【００１０】透明電極に複数の開口が設けられること
で、光の透過率が向上すると共に、反射率が低下し、表
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示素子の表示が見やすくなる。しかも、複数の開口がい
わば不規則ないし不均一であることでモアレ縞又は回折
縞の発生が防止され、表示素子の表示品位の低下を招来
することがない。
【００１１】前記開口の大きさは、その最大幅が１μｍ
以上で前記表示素子の１画素の大きさ以下であることが
好ましい。また、前記開口の形は円形あるいは長円、楕
円であってもよい。電極のクラックは鋭角的な部分から
発生する場合が多く、全体が曲線で構成されていれば、
クラックの発生を未然に防止することができる。
【００１２】さらに、前記透明電極はパターン化された
複数の電極線からなり、該電極線の位置が不規則であっ
てもよい。あるいは、電極線が交差して網目状に形成さ
れ、該電極線の長さが不均一で位置が不規則であった
り、配置角度が不均一であってもよい。透明電極をこの
ような複数の電極線にて構成しても、反射率を低下さ
せ、かつ、モアレ縞や回折縞の発生を防止することがで
きる。
【００１３】さらに、本発明に係るタッチパネルにおい
て、開口部分又は透明電極部分の面積比が検出領域にお
いて巨視的に略一定であることが好ましい。入力死点の
発生や分解能の低下を防止するためである。また、検出
領域の面積に対する開口部分の面積の割合が６０～９０
％であれば、反射率の低下と確実な位置検出とを好まし
く両立させることができる。
【００１４】また、上下の基板上の透明電極に設けられ
た開口が、タッチパネルの表面に垂直な方向から見て重
なっていれば、確実な位置検出が保障される。
【００１５】さらに、本発明に係る表示パネルは、前記
タッチパネルと該タッチパネルの下に重ねて設置された
表示素子とを備えたことを特徴とする。前記タッチパネ
ルは反射率が低下し、モアレ縞又は回折縞の発生がない
ため、見やすい表示パネルを得ることができる。表示素
子は表示媒体として液晶を用いたものであってもよい。
【００１６】さらに、本発明に係る表示装置は、前記表
示パネルを備えたことを特徴とする。この種の表示装置
は、携帯型の電子情報表示端末などとして使用されるも
のである。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係るタッチパネ
ル、表示パネル及び表示装置の実施形態について添付図
面を参照して説明する。
【００１８】（全体構成、図１参照）図１は、本発明に
係る表示装置を示す。この表示装置は、タッチパネル１
０と、その下に重ねて設置された表示素子５０と、タッ
チパネル１０の駆動・検出部３０と、表示素子５０の駆
動部６０とで構成されている。本明細書において、表示
パネルとはタッチパネル１０と表示素子５０とを積層し
たものをいい、表示装置とは、さらに駆動・検出部３０
や駆動部６０及び入力部等を組み込んだものをいう。
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【００１９】（タッチパネルの構成、図１参照）このタ
ッチパネル１０は表示素子５０の表示領域と重なる領域
（位置検出領域）が全体的に透明に構成されている。詳
しくは、２枚の透光性を有する基板１１，１１が、ドッ
トスペーサ１２及び空気層１３を介して、互いに対向し
ている。基板１１，１１の周辺部分はシール材１４にて
封止されている。
【００２０】ここで、基板１１の材料としては、プラス
チック又はガラスなどが使用可能である。上下２枚の基
板１１、１１は、種々の組み合わせ、即ち、フィルム基
板とフィルム基板、フィルム基板とガラス基板、ガラス
基板とガラス基板、フィルム基板とプラスチック基板な
どでも構わない。
【００２１】各基板１１上には、透明電極１５が互いに
向き合うように設置されている。透明電極１５の材料と
しては、インジウムティンオキサイド（ＩＴＯ）やＳｎ
Ｏ
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などが使用可能である。パターニングの容易性、無

彩色性の点からはＩＴＯが好ましい。このほかに、図示
していないが、ハードコート層や透明電極１５と基板１
１との接着をよくするための下地層などを設けてもよ
い。
【００２２】このようなタッチパネル１０は液晶表示素
子などの表示素子５０の表示面上に取り付けられ、指や
ペンで押した点（入力点）の座標を検出する。
【００２３】一方、表示素子５０には特に制限はなく、
液晶表示素子、エレクトロルミネッセンス素子、ＣＲ
Ｔ、プラズマディスプレイなど各種のものを用いること
ができる。図１では液晶表示素子の例を示している。こ
の液晶表示素子については後に説明する。
【００２４】（入力点の検出、図２参照）入力点座標検
出の原理を図２を参照して説明する。説明の都合上、Ｘ
方向、Ｙ方向を図２中で示したそれぞれの矢印の方向と
する。この図２は、入力点のＸ座標を検出する状態を示
しており、Ｙ座標を検出する状態は、三つのスイッチＳ
Ｗ１，ＳＷ２，ＳＷ３の接触状態が全て逆になる。
【００２５】上下の電極１５ａ，１５ｂの両端部にはそ
れぞれベタ電極部分１６ａ，１６ｂを設け、ここに電圧
入力や検出のためのリード線が接続されている。ベタ電
極部分１６ａ，１６ｂは抵抗が小さいほうが好ましく、
例えば、アルミニウムなどが使用されている。
【００２６】図２では、下側の電極１５ｂの右側のベタ
電極部分１６ａから入力電圧が印加され、左側のベタ電
極部分１６ｂはグラウンドに接続されている。電極１５
ｂの抵抗が面内で一定であれば、入力点での電位は、入
力点のＸ座標１ｘに対して線形である。
【００２７】一例としての入力点は図２中で×印で示し
ており、上下の電極１５ａ，１５ｂは、指やペンなどで
押されたときに押された点で接触して導通する。よっ
て、電極１５ａの出力用ベタ電極部分１６ｂに接続され
た電圧計１７の出力として入力点の電位を検出すれば、
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入力点のＸ座標１ｘが分かる。電圧計１７と並列に取り
付けられた抵抗器Ｒ１，Ｒ２の抵抗値を、電極１５ａの
抵抗値と比べて十分大きく設定すれば、電極１５ａによ
る電圧降下の影響を小さくすることができる。
【００２８】電圧計１７の出力は図示しないＡＤ変換器
によってデジタル信号に変換され、入力点のＸ座標１ｘ
が計算される。
【００２９】前記スイッチＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３の接
触状態を図２とは逆に切り換えると、前記と同様の手法
で入力点のＹ座標１ｙが検出でき、これにて、入力点の
座標（１ｘ，１ｙ）を求めることができる。
【００３０】タッチパネル１０は表示素子の表面に取り
付けられる。従って、使用者は、タッチパネル１０を通
して、即ち、表示素子の表示像にタッチパネル１０から
の反射像が重なったものを見ることになる。一般的にタ
ッチパネルは前述のように異なる様々な媒質の積層構造
になっている。このため、各界面から反射光が発生し、
タッチパネル全体としての反射率は、通常２０％程度に
もなる。このために、背景が写りこんで見にくい表示に
なったり、表示素子が黒を表示しても、タッチパネルか
らの反射光のために、使用者の目には明るく感じられ
る、つまり、黒レベルの上昇によるコントラストの低下
が起こったりする。
【００３１】ところで、タッチパネルを構成する材料の
うち、最も強い反射光を生み出しているのは、透明電極
である。これは、透明電極の屈折率がフィルムやガラス
などと比べて格段に大きいためであり、フィルムの屈折
率が通常約１．６、ガラスの屈折率が通常約１．５に対
して、ＩＴＯならば通常屈折率が１．９以上である。こ
のため、フィルム表面の反射率約５％、ガラス表面の反
射率約４％に対し、透明電極部の反射率は８％以上にな
る。
【００３２】そこで、本発明においては、透明電極から
の反射光を減らすために、上側及び下側の電極に開口
（電極のない部分）を設けることにした。このような開
口部分には、フィルムもしくはガラスがむき出しにな
る。フィルムもしくはガラスがむき出しになった部分の
反射率は、透明電極がある部分の反射率よりも低いの
で、開口率（タッチパネルの検出領域の面積に対する開
口部分の面積の割合）を大きくすれば、タッチパネルの
反射率は小さくなる。
【００３３】開口のパターニングには、フォトリソグラ
フィ法を用いてもよく、レーザエッチング法を用いても
よい。
【００３４】しかし、開口を増やす方法では、反射を完
全に抑えることはできないので、もし、電極に開口を規
則正しく設けると、反射像は明るいところと暗いところ
が規則正しく並ぶことになる。さらに、媒質（空気）は
光の吸収を殆ど生じないので反射率の低いところは透過
率が高くなり、反射率の高いところは透過率が低くなる
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7
結果、タッチパネルの透過像も明るいところと暗いとこ
ろが規則正しく並ぶパターンとなる。
【００３５】このように、明るいところと暗いところが
規則正しく繰り返すような光強度のパターンは、画面全
体にわたるほどの大きな光強度の明暗の縞模様（モアレ
縞）を引き起こすことがある。
【００３６】また、電極に開口を規則正しく設けると、
開口のエッジでの回折も規則正しく発生し、この回折パ
ターンが視認できるほど大きな縞模様を引き起こすこと
もある。
【００３７】なお、モアレ縞や回折縞は必ずしも平行な
ストライプ状に現れるとは限らず、例えば、等ピッチの
ドット状に現れたり、同心円状に現れたりする。いずれ
にしても、光強度の明暗が繰り返すようなパターンを全
て含めてモアレ縞もしくは回折縞と称してよい。
【００３８】そこで、本発明では、前記モアレ縞や回折
縞の発生を防ぐために、透明電極の開口パターンを不規
則なパターンにする。ここで言う不規則とは、パターン
を形成する開口の位置、大きさ、形の少なくともいずれ
か一つが不規則もしくは不均一であることを言う。もし
くは、透明電極をパターン化された複数の電極線にて形
成する場合、電極線の位置、長さ、角度、太さの少なく
ともいずれか一つが不規則もしくは不均一であることを
言う。
【００３９】開口パターンを不規則にすることで、透明
電極の反射パターンや透過パターン、回折パターンの明
暗も不規則になり、従って、縞模様の発生を防ぐことが
できる。
【００４０】（電極の形状、図３～１０参照）透明電極
１５に形成される開口ないし電極線の不規則パターンに
ついて、以下に図３～１０を参照して詳しく説明する。
なお、ここで示すパターンは、電極１５の一部を拡大し
たものである。
【００４１】図３は、大きさが不均一である複数の円形
をなす開口２１を等ピッチで並設したものである。開口
２１の大きさ（直径）が不均一なので、透明電極１５に
よる反射光や開口２１での回折光がモアレ縞を発生させ
るのを防ぐことができる。開口２１の大きさの上限は、
電極パターンが視認されることによる表示品位の低下を
防ぐ観点から、最大でも表示素子の１画素の大きさ以下
であるのが好ましい。開口２１の大きさの下限は、信号
光が電極パターンで回折されることによるヘイズの増加
を防ぐ観点から、最小でも１μｍ以上であるのが好まし
い。また、開口２１のピッチについては、モアレ縞の発
生を防ぐ観点から、開口２１のピッチと画素のピッチの
いずれか一方が他方の整数倍であるような関係ではない
ことが好ましい。
【００４２】パターンの形成にフォトリソグラフィ法を
用いるならば、形成したいパターンと同じ（もしくは白
黒反転した）マスクパターンを用いればよく、マスクパ
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ターンの設計の際に、例えば、乱数を用いて各開口２１
の直径を決定すればよい。
【００４３】図４は、一定の直径を有する複数の開口２
１を不規則な位置に配置したものである。各開口２１は
同じ直径であっても等ピッチには配置されていないの
で、図３の場合のように、画素のピッチとの関係に気を
使う必要はなく、様々な画素ピッチの表示素子に対し
て、同じタッチパネルを使用可能である。但し、開口２
１の大きさについては、図３の場合と同じように、1μ
ｍ以上で１画素の大きさ以下であるのが好ましい。
【００４４】図５は、大きさが不均一である複数の円形
をなす開口２１を不規則な位置に配置したものである。
【００４５】図６は、細長い長方形をなす複数の開口２
２を不規則な位置に配置したものである。図２に示した
ように、電極１５ａ，１５ｂへの印加電流はその両端部
に設けられたベタ電極部分１６ａ，１６ｂを結ぶ方向に
流れるので、開口２２の形が縦長で、かつ、長軸がベタ
電極部分１６ａ，１６ｂを結ぶ方向に平行に配置されれ
ば、開口２２の数を増やしたり、開口２２の大きさを大
きくしたりしても、開口２２が電流の流れを阻害しにく
いので、タッチパネル１０の座標位置検出精度が低下す
るおそれはない。
【００４６】図７は、図６の場合と同じく縦長の開口と
したもので、楕円形をなす複数の開口２３を不規則な位
置に配置したものである。ＩＴＯなどからなる電極にク
ラックが入るときには、パターンのエッジが角をなす部
分を起点として発生することが多いので、楕円形の開口
２３にすることでクラックの発生を防ぐことができる。
勿論、前記円形の開口２１も同じ効果を奏する。
【００４７】図８は、各開口２４の形を極端に不均一と
したものであり、位置も不規則である。このパターンで
は、開口２４の大きさを大きくしすぎると、入力位置検
出精度が下がりやすいが、モアレ縞や回折縞の発生を防
ぐという点で大きな効果が期待できる。
【００４８】一方、電極自体の形状を複数の電極線の組
み合わせによる網目状に形成することもできる。高精度
な位置検出が必要な場合には向かないが、少ない電極面
積で広い入力範囲をカバーすることができる。従って、
電極面積をより小さくすることができ、タッチパネルの
低反射率化がより可能である。例えば、比較的大きな面
積で表示された複数の候補の中から使用者が選びたい候
補を指で押さえて入力するような使い方ならば、電極線
の密度は非常に小さくでき、指で押さえる１ｃｍ2くら
いの面積に数本の電極線があれば十分である。
【００４９】図９は、長さが不均一な複数の電極線２５
を不規則な位置に配置したものである。図１０に示すよ
うに、配置角度も不均一にすれば、モアレ縞や回折縞の
発生の可能性がさらに小さくなる。また、電極線２５の
幅を不均一にすることも効果的である。
【００５０】（開口率等）開口率（タッチパネルの検出
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領域の面積に対する開口部分の面積の割合）は、反射低
減の効果が十分に現れるには６０％以上であることが好
ましい。
【００５１】開口率の上限は、タッチパネルの使用形態
によって決まる。開口率を上げていくと分解能が低下
し、入力死点の発生の可能性が高くなる。タッチペンで
タッチパネル上をなぞって文字や図形を入力したり、そ
の他高精度の分解能が必要な場合には、開口率は８０％
以下が好ましい。一方、画面上に表示されたいくつかの
選択肢の中から使用者が希望の選択肢を指で押して指示
するような使用形態に限るなら、高精度の分解能や感度
は必要ないので開口率をさらに上げることができ、上限
は９０％である。
【００５２】また、上側基板に設けられた開口と、下側
基板に設けられた開口とが、タッチパネルの表面に垂直
な方向から見て重なっていることが好ましい。このよう
に配置することで、開口率を上げても、入力死点の発生
を抑えることができる。
【００５３】また、開口部分又は透明電極部分の面積比
が検出領域において巨視的に略一定であることが好まし
い。入力死点の発生を抑え、あるいは分解能を上げるた
めである。
【００５４】（実施例）以下に、本発明者らが製作した
タッチパネルの具体例を示す。
【００５５】（実施例１）ＰＥＴフィルム（厚み０．１
ｍｍ）とガラス（厚み２ｍｍ）のそれぞれの表面にＩＴ
Ｏをスパッタリングして、膜厚１００オングストローム
でＩＴＯ膜を成膜した。
【００５６】ＩＴＯ膜のパターニングはフォトリソグラ
フィ法を用いて行った。作成したパターンは、図５に示
した開口２１の位置が不規則で大きさが不均一であるよ
うなパターンである。各開口２１は半径１８～４０μｍ
の円形で、密度は３００個／ｍｍ2である。開口率は約
６０％である。
【００５７】得られたＰＥＴフィルム及びガラスを貼り
合わせ、電極の両端部にドライバ回路を接続し、抵抗膜
式タッチパネルを製作した。
【００５８】得られたタッチパネルを調べたところ、反
射率は１８％で、電極膜としてＩＴＯベタ電極を用いた
場合の反射率２１％に比べて、３％低下した。また、入
力死点はなく、分解能も十分であった。
【００５９】このタッチパネルを液晶表示素子（画素の
大きさ１２６μｍ、画素ピッチ１４１μｍ）の上に貼り
付けたところ、モアレ縞などの縞模様は発生せず、良好
な表示品位であった。また、入力時の押圧によって電極
膜にクラックは発生しなかった。
【００６０】（実施例２）ＩＴＯからなる電極パターン
として、図９に示したように電極線２５を網目状にパタ
ーン化した点以外は、前記実施例１と同じ方法で基板上
に電極を形成した。各電極線２５の長さは０．５～２．
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０ｍｍ、太さは１８μｍ、密度は２６本／ｍｍ2であ
る。開口率は約８０％である。
【００６１】得られたタッチパネルを調べたところ、反
射率は１７％で、電極膜としてＩＴＯベタ電極を用いた
場合の反射率２１％に比べて、４％低下した。また、入
力死点はなく、分解能も十分であった。
【００６２】このタッチパネルを液晶表示素子（画素の
大きさ１２６μｍ、画素ピッチ１４１μｍ）の上に貼り
付けたところ、モアレ縞などの縞模様は発生せず、良好
な表示品位であった。また、入力時の押圧によって電極
膜にクラックは発生しなかった。
【００６３】（比較例）ＩＴＯからなる電極パターンと
して、図１１に示したように開口１０１を規則的な格子
状にパターン化した点以外は、前記実施例１と同じ方法
で基板上に電極を形成した。各開口１０１は、一辺３１
μｍの正方形であり、ピッチ４０μｍで並んでいる。開
口率は約６０％である。
【００６４】得られたタッチパネルを調べたところ、反
射率は１８％で、電極膜としてＩＴＯベタ電極を用いた
場合の反射率２１％に比べて、３％低下した。また、入
力死点はなく、分解能も十分であった。
【００６５】このタッチパネルを液晶表示素子（画素の
大きさ１２６μｍ、画素ピッチ１４１μｍ）の上に貼り
つけたところ、モアレ縞が発生し、表示品位が大きく損
なわれた。
【００６６】（液晶表示素子、図１参照）ここで、図１
に示す液晶表示素子５０について説明する。
【００６７】図１において、５１は、対向する２枚の透
光性を有する樹脂基板である。この樹脂基板５１の表面
にはそれぞれ複数本の帯状をなす透明電極５２が互いに
向き合うように配置されている。さらに、樹脂基板５１
間には液晶層５５が挟持されている。図１のような構成
の液晶表示素子に用いられる典型的な液晶材料として
は、例えば、高分子分散型液晶、コレステリックネマテ
ィック相転移型液晶、可視波長域の光を選択反射する液
晶（コレステリック液晶、ネマティック液晶にカイラル
材を添加したカイラルネマティック液晶など）などが挙
げられる。後者の場合、観察側とは反対側の基板２とし
て光吸収を行うもの（黒色の基板や黒色に塗装された基
板など）を用いればよい。
【００６８】勿論、必要に応じて、図１の構成に加え
て、偏光板、光反射層、カラーフィルタなどの部材を設
けることにより、ツイステッドネマティック型液晶、ス
ーパーツイステッドネマティック型液晶、室温でスメク
チック相を示す強誘電性液晶や反強誘電性液晶等が使用
可能である。
【００６９】樹脂基板５１の外周部には表示領域の外側
に、液晶を封止するために樹脂材からなるシール壁５６
が設けられている。液晶層５５を所定の厚みに保つため
に、スペーサ５７及び樹脂構造物５８が配置されてい
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る。スペーサ５７と樹脂構造物５８は両方を用いてもよ
く、いずれか一方だけでも構わない。
【００７０】さらに、電極５２のショートを防ぐため
に、絶縁膜５３をそれぞれ基板５１に設けている。絶縁
膜５３上に液晶の分子配列方向を制御するための配向制
御膜５４をそれぞれ設けてもよい。
【００７１】（他の実施形態）なお、本発明に係るタッ
チパネル、表示パネル及び表示装置は前記実施形態に限
定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更す
ることができる。
【００７２】特に、タッチパネルとしては図１に示した
構造以外に種々の構造を採用でき、基板や透明電極の材
質は任意である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態であるタッチパネル及び表
示素子を示す断面図。
【図２】前記タッチパネルにおける押圧位置検出回路を
示すブロック図。
【図３】電極パターンの第１例を示す平面図。 *
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*【図４】電極パターンの第２例を示す平面図。
【図５】電極パターンの第３例を示す平面図。
【図６】電極パターンの第４例を示す平面図。
【図７】電極パターンの第５例を示す平面図。
【図８】電極パターンの第６例を示す平面図。
【図９】電極パターンの第７例を示す平面図。
【図１０】電極パターンの第８例を示す平面図。
【図１１】電極パターンの従来例（比較例）を示す平面
図。
【符号の説明】
１０…タッチパネル
１１…基板
１５…透明電極
２１…円形開口
２２…長方形開口
２３…楕円形開口
２４…不規則開口
２５…電極線
５０…液晶表示素子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】
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圆形，而可以是椭圆形，矩形等。 此外，透明电极15可以通过在长度不均匀的不规则位置处形成多条网状的图案化的电极线而形
成。 触摸面板10和液晶显示元件50被层压以形成显示面板和显示装置。
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